
「エコみらいとくしま」会議室等貸出及び使用要領

１ 目的

「エコみらいとくしま」会議室等の貸出及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的

とする。

２ 登録関係申請書類等の提出部数

原本１部

３ 登録関係申請書類等の受付期間

エコみらいとくしまの開館日における午前９時３０分から午後６時１５分までの間に行う

ものとする。

４ 登録申請書の審査及び決定

サステナブル社会推進課において書類審査を経た上で、使用することが適当である団体に

対して「エコみらいとくしま」登録証を交付する。

なお、必要に応じて聞取りを行うことがある。

５ 登録関係申請書類等の提出方法

持参又は郵送。

また、提出いただいた書類については返却しない。

６ 会議室として貸出する施設

（１）名称 エコみらいとくしま

（２）住所 徳島市西新浜町２丁目３－１０２

（３）床面積 １００㎡（１階）

床面積 １０９㎡（２階）

（４）使用可能人数

１階会議室 ８０名程度

２階会議室 ６０名程度

（５）設備 プロジェクター、スクリーン、ホワイトボード、スピーカー、スタンドマイク

レーザーポインター、演台、大型モニター（１階のみ）

７ 使用できる日・時間等

（１）使用できる日

火曜日から日曜日まで（月曜日は休館）とする。

ただし、月曜日が祝日の場合は、当該月曜日を使用できる日とし、その翌日を休

館とする。

また、１２月２９日から１月３日まで休館とする。



（２）使用できる時間

火曜日から金曜日まで（祝日を除く）は、午前１０時から午後９時までとする。

土曜日、日曜日及び祝日は、午前１０時から午後５時までとする。

（３）使用の時間帯及び制限

午前１０時から午後９時までを次のとおり５分割して５コマとし、登録証の交付を受

けた団体・徳島環境サステナブルネットワークの会員及び前条第１号に規定する特定非

営利活動法人は、原則として１ヶ月あたり６コマまで使用することができるものとする。

ただし、大規模災害発生時の避難所として使用する場合等、諸般の事情により使用

を制限することがある。

① １０：００から１２：００まで

② １３：００から１５：００まで

③ １５：００から１７：００まで

④ １７：００から１９：００まで

⑤ １９：００から２１：００まで

８ 使用の予約について

（１）使用を希望する者は、原則として使用希望日の前日までに「会議室使用申込書」を提

出することとし、電話で仮予約した場合も、速やかに申込書を持参、郵送、FAX、メー
ル等の方法で提出することとする。

なお、予約受付は、エコみらいとくしまの開館日における午前９時３０分から午後６

時１５分までの間に行うものとする。

（２）予約は、使用希望日の３ヶ月前の同日からできるものとする。

９ 使用料

設備及び会議室使用料は無料とする。

10 提出・予約先（問い合わせ先）

徳島県生活環境部サステナブル社会推進課（分室）

「エコみらいとくしま」

〒７７０－８００８ 徳島市西新浜町２丁目３－１０２

電話 ０８８－６６３－５３７１ ＦＡＸ ０８８－６６３－５３８０

附 則

この要領は、平成２９年４月２２日から施行する。

この要領は、令和２年４月１日から施行する。

この要領は、令和８年１月１日から施行する。


